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【実施事項】
1 安全教育を実施し、年度安全衛生計画に基づき

安全衛生活動を行います。

2 定期健康診断とストレスチェックを実施します。

再検診必要者には再検受診を進め心と身体の健康

を維持します。

3 店社安全パトロールを実施し各現場の危険要因を

抽出しその対策を講じます。

4 人材育成のため社員研修、資格取得援助、OJT等

社員教育を積極的に行います。

5 協力会社と相互協調した安全活動を推進します。
宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービ
スセンター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災
害防止協会宮城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林
業・木材製造業労働災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協
会

宮城ヤンマー株式会社

宣言日

事業場名

SafeworK 向上宣言
安全最優先を基本に、社員のこころと身体の

健康を確保し地域社会に貢献します

令和5年1月20日


